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１ .苦情対応に関する流れ（フローチャート） ２
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対応方法の再検討

（弁護士・保険会社への相談等）

[施行：平成３０年４月１日]

苦情対策委員会は管理者の命を受け、関係部署に改善方
法の検討を指示する

「苦情は利用者ニーズの反映であり、ケア・サービス
の質を改善する契機である」という姿勢、苦情を受け
た際の基本動作は研修会などで全職員に浸透させる

速やかな対応は基本であるが、苦情内容により対応の
速さは異なる

緊急時は直ちに口頭で管理者へ報告し、後に苦情受付
票を提出する

苦情に対し管理者が必要であると判断した場合は「苦情
対策委員会」を開催します

事実関係の報告を受け、苦情の核心を把握・分析し、
対応方針などを管理者と相談の上決定する

苦情申立者が納得しない場合、苦情対策委員会で再検討
し再度対応する

関係部署の事実関係の調査を行う

苦情対応担当者は、苦情申立者に対応する
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情報共有化が必要な場合は全職員に伝達する

同様の苦情、類似の苦情が発生しないよう、再発防止
とサービスの改善に努める
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.苦情対応に関する流れ：解説

苦情申立者との対応担当者は、生活相談員が行う

一次受付者は、「苦情受付票」に必要事項を記載し

苦情（文書、電話、口頭、その他）
電話番号
８６３－２５５１

苦情担当者 生活相談員


